
  

 

 

 

 

この日は歯科検診を行いました。検診後、ドクターから、こどもたちの検診を受けるときの様子につい

て、お褒めをいただきました。 

各種検診の結果については、別途お知らせいたします。 

 

学校保健安全法施行規則 

第二節 児童生徒等の健康診断 

（ 時 期 ） 

第五条 〔中略〕 健康診断は、毎学年、六月三十日

までに行うものとする。 〔後略〕 

 

に基づき、毎年、この時期に実施しています。 

 

各種検診が続きます。 

 

Think and act for yourself and for everyone   ～ 自分のために、みんなのためにと考え、行動しよう ～ 

 

  

でゃあすき あけぼの 
福山市立曙小学校  校長だより  ２０２６年（令和８年）４月２３日 
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